
薬事B食品衛生審議会薬事分科会

`平
成20年度 第2回血液事業部会議事次第

日時:平成2■年3月 101日く火)■5:00～ 17:00
1 ■    ‐  ‐ ‐   場所:日比谷松本楼(2階) .

議題:‐ |||‐ 111    ‐    |=|‐  | 
‐
|   |

‐ :         ‐ |     「・     ‐  :| .         :       
‐|              |  ・

議題1 平成21年度の献血の推進に関する計画(案)について ‐
‐議題21幸茂

'1年

度あ漱血の受入れ

・量動‐1藤霊     意
‐‐講蓄

'‐

 r?,9誓肯事事         . | |‐ |  、 _

配付資料:■■| ― |‐ ■ ‐ . 1 ‐  ・ ■ |  ‐ ■

||1111111・ 111 ‐ |          |   |■ ||  ::
1譴■朧 ::・ :‐ ― ■ ●:‐   _‐  ‐
資 料 1 .モ盛21年度の就真の推進11関すo討事(萎)illl)て

‐

||||||■ ||| : =‐ || |■
‐|111.  |‐      |||・  111■ | |‐ 1     1■

議題2関連:                ■ ‐|   ‐
|■ 1資:料 2 平成21年度の献血の受入れに関する計画(案 )の認可について‐

議題3関連 :

資 料 3 平成21年度の血液製剤の安定供給に関する計画(案)にういて

議題4関連 :

資料4-1.献血推進のあり方に関する検討会報告書について

資料4-2 採血基準見直しの検討に係るワーキンググループ報告書

資料4-3 採血基準に関する各種論文等

資料4■4 献血推進のあり方に関する検討会報告書(案)に基づ行 動計画(案 )



議題 5関連 :

資料5-1

資料5-2

資料6-1
資料6-2

資料6-3

資料7-1

資料7-2

資料7二 3

資料7-4

資料7-5

資料7-6
資料7-7

輸血療法の実施に関する指針の一部改正について(平成21年 2月 10
日運営委員会提出資料)
血液製剤め

―
使用指針の‐部改正について(平成21年2月 10日運営委

員会提出資料)

病原体不活化技術導入の準備について (日本赤十字社提出資料)
間診票改訂について(平成21年 2月 10日運営委員会 百本赤十学社

陽 1皐1彙を皐:1製造された赤五球嚢剤姜凛結した事例|:|

:夏1]手辱事ぼ黄窮鷲卜機畠|,追カロ|||||ltll(|||||´
フィブリノゲン製剤等に関する相談窓口|こち|ヽそ(羊成芝1年三角2'日
公表 )

C型肝炎訴訟の和解について(平成21年 3月 3日公表)     1
田辺三菱製薬株式会社警における個人情報の開示請求への対応等1=
ついて(平成21年 2月 26日 公表)       .
田ユ三菱製薬株式会社におけるフィブリノゲン製剤に係る418症例報
告調査プロジェクトチ=ムの活動状況等の報告についてく平成2■年1

誰轟黒罰査たもぃて岸貶6璃嘉2:詠墓 ~
血液凝固因子製剤の納入先医療機関の調査について(平成21年2月
27日公表)        .        .11 ‐ _

参考資料 「血液製剤等1=係る遡及調査ガイドラインJ(平成20年 12月を6:日付け
一部改正)



血液事業部会 委員名簿

氏  名    ら、りがな 現  職

朝 倉 正 博  あさくら まさひろ  医療法人博栄会理事長

飯 沼 雅 朗  いいぬま まさお  社団法人日本医師会常任理事

◎ 池 田 康 夫  いけだ やすお   慶應義塾大学医学部内科教授

稲 田 英 一  いなだ えいいち  順天堂大教授

大 石  了 三  おおいし りようぞう 国立大学法人九州大学医学部附属病院教授.薬剤部長

大  戸  斉  おおと ひとし:   福島県立医大教授

大 平 勝 美  おおひら かつみ  はばたき福祉事業団理事長

岡 田 義 E召  おかだ よしあき  国立感染症研究所血液・安全性研究部第一室長

」ヽ 幡  純 子  おばた じゅんこ  上智大学大学院法学研究科教授

佐 川 公 矯  さがわ きみたか  久留米大学医学部附属病院臨床検査部教授

嶋 1 緑  倫  しま みどり    奈良医大准教授  ′

高 橋  孝 喜  た
|ヽ
はじ こうき  層摯

学法人東
苺
大学医学部附属病

甲
神血部教授

・輸血部

中 村  雅 美  なかむら まさみ  日本経済新聞社編集委員

1 花 井 十 1伍  はない じゅうご  ネットワーク医療と人権理事

幕 内 雅 敏  まくうち まきとし  日本赤十字社医療センター長

.三 1谷  絹 子  みたに きぬこ   獨協医科大学血液内科教授・輸血部長

三村 優美子 !みむら ゆみこ   青山学院大学経営学部教授

宮 村  達 男  みやむら たつお  国立感染症研究所長

山 ロ ー 成  やまぐち かずなり 国立感染症研究所血液・安全性研究部長

山 口 照 英  やまぐち てるひで 国立医薬品食品衛生研究所生物薬品部長

吉 澤  浩 司  よじざわ ひろし  広島大学名誉教授

◎部会長 ○部会長代理

(計 21名 ,氏名五十音順 )



薬事・食品衛生審議会
血 液 事 業 部 会
座    席    表

平成21年3月 10日

自比谷松本楼 2階
午後3時から

審
　
　
議
　
　
官

医

薬

食

品

局

長

部

会

長

池

田

委

員

速 記

稲 田 委 員

大 石 委 員

大 戸 委 員

大 平 委 員

岡 田 委 員

佐 川 委 員

嶋  委 員

高 橋 委 員

中 村 委 員

血液 対 策課 長

血液対策企画官

（

日

本

赤

十

字

社

）

吉 澤 委 員

山口(照 )委員

山
口

（
一
）
委
員

宮

村

委

員

〓
一　
村

委

員

〓
一　
谷

委

コ員

(欠席委員5名 )
朝倉委員 飯沼委員
小幡委員 花井委員
幕内委員

|          ●   :  傍 聴
′
席                1

_ヽ__..__..● ●‐‐‐‐●●‐t■ __■ .■・・・・■‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐"‐
●●●●‐‐‐‐̈ ●●●●‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐■●●●‐..‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐●‐

=‐
__.."‐‐‐‐

=‐
■ヽ1

事
務

局



資料  1

平成21年度の献血の推進に関する計画 (案)について

諮問書 :ニ ロ・・ 甲....● ●E O● ・・・・・ 口,● ●●■●

平成21年度の献血の推進に関する計画 (案)・ ・ `・ ・ 0:・ ・ ..

「平成21年度の献血の推進に関する計画    ｀
(事務局案)」 に対する意見募集結果について ,口 ,0・ ・・・・10
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平成21年度の献血の推進に関する計画 (案 )
前文

本計画は、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律 (昭和31年法律第 16
0号)第 10条第 1項の規定に基づき定める平成 21年度の献血の推進に関する計画で
あり、血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保を図るための基本的な方針 (平成2
0年厚生労働省告示第 326号 )に基づくものである。             ,

第 1節 平成21年度に献血により確保すべき血液の目標量

,・  平成21年度に必要と見込まれる輸血用血液製剤の量は、今血_製剤0.62万 リット
ル、赤血球製剤48万 リットル、血小板製剤15万リットル、血漿製剤23万 リジト
ルであり、それぞれ0.02万リットル、49万 リットル(16万リットル、24万リ
,シ トルが製造される見込みである。        ・
|。  さらに、確保されるべき原料血漿の早の日標を勲案すoと 、平成 21年度には、全

サすl婦麦象l酬勇W躙祠 Tこ淵 省頷霊題梶
保する必要がある。

第2節 前節の目標量を確保するために必要な措置に関する事項

前年度までの献血の実施状況とその評価を踏まえ、平成21年度の献血推進計画にお
: ける具体的な措置を以下のように定める。            `
1 献血に関する普及啓発活動の実施
。 国は、都道府県、市町村 (特別区を含む。以下同じ:)、 採血事業者等の関係者の
協力を得て、献血により得られた血液を原料とした血液製剤の安定供給を確保し、そ
の国内自給を推進するとともに、広く国民に対しt治療に必要な血液製剤の確保が相
互扶助と博愛精神による自発的な献血によって東えられていることや、血液製剤の適
正使用が求められていること等を含め、献血やュ液製剤について国民に正確な情報を

伝え、その理解と献血への協力を求めるため、教育及び啓発を行う。
・ 都道府県及び市町村は、国、採血事業者等の関係者の協力を得て、より多くの住民
`の献血への参加を促進するため、対象となる年齢層や地域の実情に応じた啓発及び献
血推進組織の育成等を行うことにより、献血への関心を高あることが必要である。
, 採血事業者は、国、都道府県、市町村等の1関係者の協力を得て、献血者の安全性に
配慮するとともに、継続して献血に協力できる環境の整備を行うことが重要である。

‐

1‐



このため、国、都道府県、市町村等の関係者と協力して効果的なキャンパーンを実施

すること等により、献血や血液製剤に関する一層の理解と献血への協力を呼びかける

ことが求められる。  、  ・

・ 国、都道府県、市町村、採血事業者及び医療関係者は、国民に対し、血液製剤がこ′́

れを必要とする患者への医療に欠くことのできない有限で貴重なものであることを

'含
め、献血や血液製剤についての普及啓発を実施し、又はこれに協力するとともに、

少子高齢化の進行による血液製剤を必要とする患者の増加や献血可能人口の減少、変

異型クロイツフェルト・ヤコブ病の発生に伴う献血制限等の献血をめぐる環境の変化、

血液製剤の利用実態等について正確な情報を伝え、献血者等の意見を踏まえつつtこ

れらの情報提供や普及啓発の手法等の改善に努めることが必要である。また、血液製

剤の安全性の確保のためのユ組の∵環として、感染症の検査を目的とした献血を行わ

ないよう(献血における本人確認や問診の徹底はもとより、平素から様々な広報手段

を用いて、国民に周知徹底する必要がある。              1
1 これらを踏まえ、以下に掲げる献血推進のためめ施策を実施する:     ´
‐
① 効果的な普及啓発t献血者募集等め推進
真液製剤について、国内自給が確保されることを基本としつつ、将来にわたつて安

定的に供給される体制を維持するため、幼少期も含めた若年層、企業や団体、複数回

献血者といった普及啓発の対象を明確にした効果的な活動や重点的な献血者募集を

行うこととし、これを「献血構造改革」と位置付け、以下の取組を行う6  :

<若年層を対象とした対策>              .
= 国、都道府県、市町村及び採血事業者はt献血推進活動を行つている献血ボラ
ンティア組織等の協力を得る:と ともに、1機能的な連携を図ることにより、:若年層

め献血や血液製剤に関する理解の促進及び献血体験の促進に組織的に取り組む。

・ ・ 若年層人の啓発には、若年層向けの雑誌、放送媒体、インタ■ネット等を含む.

様々な広報手段を用いて、献血についての広告に国が作成した献血推進キャラク

ターを活用:する等、効果的な取組が必要である。      .       .
:◆ 、子が幼少期にある親子に対し、血液の大切さや助け合いの心について、効果的

な媒体や血液センター等を活用して啓発を行うし

・ 国は、高校生を対象とした献血について解説した教材や申学生を対象とした血
液への理解を促すポスターを作成し、都道府県、市町村及び血液事業者と協力し

て、これらの教材等を活用しながら、献血や血液製剤に関する理解を深めるため

の普及啓発を行うざ
。 都道府県及び市町村は、地域の実情に応じて、若年層の献血への関心を高める
ため、学校等において、ボランティア活動推進の観点を踏まえうつ献血やユ液製

剤についての情報提供を行うとともに、献血推進活動を行う組織との有機的な連

携を確保する。         .
: 採血事業者はtその人材や施設を活用:し、若年層への正しい知識の普及啓発と
協力の確保を図り、その推進に当たちでは、国と連携するとともに都道府県、市

‐
2‐



町村及び献血ボランティア組織等の協力を得る。

<企業等における献血の推進対策>
・ 国及び採血事業者は、都道府県及び市町村の協力を得て、献血に協賛する企業
や団体を募り、その社会貢献活動の一つとして、企業等における献血の推進を促
す。また、各血液センター等における献血推進活動の展開に際し、地域の実情に

即した方法で企業等との連携強化を図り、企業等における献血の推進を図るため
の呼びかけを行う。

<複数回献血者対策>
・ 国及び採血事業者は、都道府県及び市町村の協力を得て、複数回献血者の協力が
十分に得られる.よ う、平素から各血液センタこに登録された献血者に対し、機動的
かつ効率的に呼びかけを行う体制を構築する。またt献血に継続的に協力が得られ
ている複数回献血者の組織化及びサービスの向上を図り、その増加に取り組むとと

もにヾ献血の普及啓発活動に協力が得られるよう取り組む。      1

く献血推進キャンペーン等の実施>
・ 国は、献ユ量を確保しやすくするとともに、感染症等のリスクを低減させる等
の利点がある:4ooミ リリットル全血採血及び成分採血の推造及び普及のため、
:都道府県及び採血事業者とともにt7月 に「愛の血液助け合い運動」:を、1月及
び2月 に Fはたちの献血」キャンペーンを実施するほか、ュ液の供給状況に応じ
て献血推進キャンパーン活動を緊急的に寒施する。また、様々な広報手段を用い

て献ユや血液製剤に関する理解と献血への協力を呼びかけるとともに、献工場所
を確保するため、関係者に必要な協力を求める:都道府県、市町村及び採血事業
者はtこれらの献血推進活動を実施することが重要である6

② 就血運動推進全国大会の開催等            1  ‐ i
・ 国は、都道府県及び採血事業者とともに、献血により得られた血液を原料とし
た血液製剤の国内自給を推進し、広く国民に献血や血液製剤に関する理解と献血
への協力を求めるため、7月 に献血運動推進全国大会を開催し、その広報に努あ
:るしまた、国及び都道府県は、献血運動の推進に関し積極的に協力し、模範とな
る実績を示した団体又は個人に対し表彰を行う。     .
③ 献血推進運動中央連絡協議会の開催

・ 国はt都道府県、市町村、採血事業者、民間の献血推進組織、患者団体等の代
表者の参カロを得て、効果的な献血推進のための方策や献血を推進する上であ課題

等について協議を行うため、献血推進運動中央連絡協議会を開催する。

④ 献血推進協議会の活用    |
・ 都道府県は、献血や血液製剤に関する住民の理解と献血への協力を求め、ユ液
事業の適正な運営を確保するためt採血事業者、医療関係者、商工会議所、教育

‐
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機関t報道機関等から幅広く参加者を募って、献血推進協議会を設置し、定期的

に開催することが求められる。市町村においても、同様の協議会を設置すること

が望ましい。

・ 都道府県及び市町村は、献血推進協議会を活用し、採血事業者及び血液事業に
関わる民間組織等ど連携して、都道府県献血推進計画の策定のほか、献血や血液

:製剤に関する教育及び啓発を検討するとともに、民間の献血推進組織の育成等を
行うことが望ましいざ                      

′

⑤ その他関係者による取組
0 官公庁、企業、医療関係団体等は、その構成員に対し、ボランティア活動であ
る献血に対し積極的に協力を呼びかけるとともに、献血のための休暇取得を容易

にするよう配慮するなど、進んで献血しやすい環境作りを推進することが望まし

い 。                                         |

1献血者が安心して献Ⅲできる環境の整備      i
, 採血事業者は、献血の受入れに当たっては献血者を懇切す寧に処遇し、不快の念を
与えないよう特に留意するとともに、献ユ者の要望を把握し、献血受入体制の改善に

努めるしまた、献血者の個人情報を保護するとともに、:国の適切な関与の下で献血に

よぅ健康被害に対する補償のたつの措目を実施する等献血者が安心して献血できる

環境整備を行う。

,国及び都道府県は、採血事業者によるこれらめ
―
最組を支援するこ:とが重要で|ある。

第 3節 その他献血の推進に関する重要事項    :   : :

1 献血の推進に際し、考慮すべき事項              4
① :血液検査による健康管理サービス:の充実  ヽ    ′
| : :1 採血事業者はt献血制度の健全な発展を歯るたあt採血に際し、縦五暑の健康
:   管理に資する検査を行いて献血者の希望を確認して、その結果を通知する。また、
. 低比重により献血ができなかった献ユ申込者に対して栄養士による健康相談を実
施し、献血者の増加を図る。
, 国は、採血事業者によるこれらの取組を支援する。また、献血者の健康管理に

|  ||:資する検査の充実は、献血め推進に有効であることから、本人の同意の上t検査
結果を健康診査、人間ドック、職域検査等で活用するとともに、地域における保

健指導にも用いることができるよう、周知又は必要な指導を行う。都道府県及び

市町村は、これらの取組に協力する。

② 献血者の利便性の向上
|  ◆ 採血事業者は、安全性に配慮しつつて効率的に採血:を行うためt立地条件等を考
慮した採血所の設置、地域の実情に応じた移動採ユ事による計画的採血等t献血者

■  あ利便性及び安全で安心な献血に配慮した献ユ受入体制の整備及び充実を図る。1
‐4‐



③

ふ 都道府県及び市町村は、採血事業者と十分協議して、移動採血車による採血等の
日程を設定し、そのための公共施設の提供等、採ュ事業者の献血の受入れに協力す

ることが重要である。

血液製剤の安全性を向上するための対策の推進

・ 国は、「輸血医療の安全性確保のための総合対策」に基づき、採血事業者と連携
して、献血者に対する健康管理サービスの充実等による健康な献血者の確保、献血

者の本人確認の徹底等の検査目的の献血の防止のための措置を講ずるなど、善意の

献血者の協力を得て、血液製剤の安全性を向上するための対策を推進するよ

:採血基準の在り方の検討

・ 国は、献血者の健康保護を第一に考慮しつつく献血の推進及び血液の有効利用の

観点から、採血基準の見直しを行う。

まれな血液型の血液の確保

・ 採血事業者は、まれな血液型を持つ患者に対する血液製剤の供給を確保するた

め、まれな血液型を持つ者に対し、その意向を踏まえt登録を依頼する。
・ 国は、まれな血液型の血液の供給状況について調査する。

血液製剤の在庫水準の常時把握と不足時の的確な対応
e 国、都道府県及び採血事業者は、赤血球製剤等の在庫水準を常時把握し、在庫が不
足する場合又は不足が予測される場合には、その供給に支障を及ぼす危険性を勘案し、

国及び採血事業者が策定した対応マ■ュアルに基づき、早急に所要の対策を講ずるこ

|とが重要である。      ・

:災害時等における献血の確保等

・ 国(都道府県及び市町村は、災害時等において献血が確保されるよう、採血事業
者と連携して必要とされる献血量を把握した上で、様々な広報手段を用いて、需要

に見合うた広域的な献血の確保を行うとともに、製造販売業者等関係者と連携し、

献血により得られた血液が円滑に現場に供給されるよう措置を講ずることが必要で

ある。また、採血事業者は、災害時にぉける献血受入体制を構築し、広域的な需給

調整等め手順を定め、国、都道府県及び市町村と連携して対応できるよう備えるこ
とによりt災害時における献血の受入れに協力する。

4 献血推進施策の進捗状況等に関する確認と評価      |
, 国、都道府県及び市町村は、献血推進のための施策の短期的又は長期的な効果及び

1進 捗状況t採血事業者による献血の受入れの実績を確認し、その評価を次年度の献
血推進計画等の作成に当たり参考とする。また、必要に応じ、献血推進のための施策
: を見直すことが必要である。              ′

・ 国は、献血推進運動中央連絡協議会等の機会を活用し、献血の推進及び受入れに:関

④

⑤

‐
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し関係者の協力を求める必要性について民間̀の献血推進組織等とも認識を共有し、必

要な措置を講ずる。    |
・ 採血事業者は、献血の受入れに関する実績や体制等の評価を行い、献血の推進に活
用する。

．
　

　

　

　

９

６



「平成21年度の献血の推進に関する計画 (事務局案)」 に対する
意見募集結果について

平成21年 3月
厚生労働省医薬食品局
血 液 対 策 課

「平成21年度の献血の推進に関する計画 (事務局案)」・について、平成11年
1月 30日から平成21年 2月 28日 まで御意見を募集したところ、1フ の団体
1個人から御意見等をお寄せいただきました。  .
今般、お寄せいただいた御意見等とこれらに対する当:省の考え方について、男1

攣のとおり熟りす七めたので公表します。    |         ‐ ■ |
なお、御意見等については、便宜上、案件ごとに適宜集約させていただいてい
ます。            1             :       ‐

今i回 t御意見等をお寄せいただきました方々のご協力に厚く御礼申し上げます。

今後とも厚生労働行政の推進にご協力いただけますよう、よろしくお願いいた
します。

10



「平成21年度の献血の推進に関する計画 (事務局案)」 に対する提出意見及び回答

【御意見等 1】

間診票でプライバシーを侵書するような項目は、
要なら医師が面談するときに聞くべき。

削除すべきである。どうしても必

【回答】   :
問診は、献血者の健康を守るとともに、血液を必要としている患者をウイルスなどの
感染から守るために実施しておりt必要不可欠なものです:
プライバシニは厳守されますので、間診票の正しい記載をお願いします。

【御意見等 2】

献血への呼びかけを行うだけでなく、社会貢献活動の■つとして、献血企業名のH
IPであ緒介や企業あ広告・製品に漱血塩力を■ケの議刷|を認ある等、1献二企業のイメ
■|ジァップを歯り、献血協力へのイジセシ手ィプを高める必要があるのではなぃか。

【回答】||:       :        |
|:日本赤十学社で撃tl医療に必要な血液を将来にわたらて安定的ll確保するために、献
血に積極的it協力していただく企業 :団体を「献血サポ■ターJと しており、r献血サポ
ニタニ」とならた企‐業.:団体には1「献五サ栄ニタ■i:ロゴマ■クを日常の企業活動等た
おいて活用していただくことができます:またI名前公表にご賛同し`ただきました企業
■団体名を日本赤十字社ホームベージにて公表しています`         : :



【御意見等3】 `

献血を実施するにあたって、必ず献血事故の発生のり不クと健康被害救済制度につ
rその説明や、献血後の転倒事故等を防止するため、採血後の健康観察を十分に行う
こと (時 FEl設定)を規定することを求めます。

【回答】

本年2月にとりまとめられた「献血推進のあり方に関する検討会 (以下、検討会)」 報
告書において、献血時におけるリスクとその対応策及び献血者健康被害救済制度に係る
説明を十分に行うべきであること並びに献真者の安全を確保する観点から、採血前後め
リスク管理を徹底するなどt献血副作用の防止策を万全にすることが提言されでいます。
この提言を受けt.今後t献血者の安全確保に係る体制の整備や、

:献
血時に配布しそいる

パンフレウトについて献血の際のリスクとその対応策及び献血者健康被害救済制度に関
する記載の充実を行うこととしています。              :

【御意見等4】

地域や職場における健康診査 0保健指導ヽの活用に際しては本人の意思尊重を徹底
すべきと考える。                 |

【回答】  :            :
日本赤十字社ではt献血にご協力いただいた方 へ々のサニビスとして、生化学検査等
の血液検査成績を献血者本人あてにお知らせしていますが、このサ■ビスはt通知を希
望された方のみを対象としています。さらに、血液様査成績の地域や職場!|お l■る健康
診査 0保健指導への活用に際 しては、本人の同意が不可欠であることはいうまでもない
と,考えています。、

:【
御意見等o】      .   :
1献血工液による感染症予防のため、検査目的による献血は絶対にやめるように周知
徹底して欲しい。                ′

【回答】     :        :
感染症の検査を目的とする献血によリウィンドウ期のユ液が検章をすり抜けると、献
血を介して患者に感染させる恐れがあるので、絶対に行つてはいけません。   |
献血に関する広報に当たつては、感染症の検査目的の献血め危険性についても、ホ=
ムペニジやバンフレット等を用いて、引き続き周知してまいります。



【御意見等 6】
‐

男子の400 mL献血の採血基準を1フ 歳に引き下げる方向が出されたが、健康面
べの影響が心配されるので再検討を強ぐ求めたい。学校現場で生徒の集団を観察する
養護教諭としては、10代の若年者は身体的な成長・発達が成人と同程度以上と判断
されても、生活が不規則だつたり、自律神経機能が不安定だったりと、心配なことが
多々あります。採血基準見直しは慎重に行われるべきと考えております。

【回答】
「採血基準の見直しJについては、検討会のもと||、 医学(法律学及び教育学等の専
門家により構成された F採血基準見直しの検討に係るワーキンググル=プ1を設置し、「400 mL献血の下限年齢の見直し」等、検討会でめ議論において掲げられた見直し案に
ついての検討を行いました。  :                ‐

検討にあたっては、国内外の各種論文や採血時の献血副作用発生率に係る研究デニタ
.などさまざまな平ビデンスの:計画 :検証を慎軍|1行い、これらの結果から献血者の安全
が十分に確保できると学問的に判断されたものについて採血基準を見直すべきとの報告
が検討会になされ、審議の結果t検討会報告書|1肇ソ摯むFIとな|り声した  ノ
‐同報告書では、「ただし、1献血者の安全を確保する観点から、採血前後のリスケ管理を
徹底するなどt献血副作用の防止策を万全にすることが必要である。特に初回献血者はt
複数回献血者と比較して献血副作用の発生率が高いとのデータも得られていることから、
初回献血時めリスク管理を徹底すべきである。Jとの提言もなされております。
| これを受Iナてt今後t「薬華 :食品衛生審議会」において、採血基準の見直し及iび献血
者の安全確保に係る体制の整備などにつしヽて検討することとしてぃます:|     

‐

【御言見等7】  : i   l  ■
高校生のからだは、体格的には大人と同等の体格であつても、発達途上ですご食生
活も不規員1で .栄養素の備らた食事をとっています。またt深夜型の生活を送もそお
りt慢性的な1曝曝不足状態にあります:そのような生徒の実態がある中で、献血をす
ることは健康面から問題があります。また、高校での集団献血では、「みんなが献血す
るなら私も 0,`口 」、「ポランティア活動なんだからしないといけないのではJという
た強制力が勲きがちなことがら、高機その集団献血には反対です。      1

【回答】     :     :
厚生労働省では、1991年あ国際赤十学社 ,赤新月社決議を元に、「献血」の1定義を
「自発的な無償供血」であるとしti学校はもとより会社や献血ルーム等の採血所にあっ
ても、決して強制があってはいけないと考えています。
また、献血体験のみならず、血液事業関係者ゃ輸血の専門家が学校に赴き′献血の意
義や仕組みをわかりやすく説明する「献血出前講座」や、体験学曽等め実施、さらには、
高校・中学校の黎科書なギで」「献血」を課題として取り上げてもらうための積極的な取
り組みが重要であると考えております。          ‐
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.資料 2

平成 2¬ 年度の献血の受入に関する計画 (案)の認可について

・ 諮問書 ‐E E■ ●●■口・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・ 1

・ 平成 21年度の献血の受入に関する計画 (案 )・ ・・・・・・・・・・ 2

【参考資料】
・ 平成20年度献血受入計画 (平成20年度4～ 12月 )
における取組み状況と平成‐21年度献血受入計画
の策定について言.|...・ ・・・・・・・ コ・・・・・・ ●●lo



薬事。食品衛生審議会会長

望 月 正 隆  殿

厚生労働省発薬食第0309039号

平 成 21年 3月 9日

厚生労働大臣 舛 添 要

書問諮

'平
成21年庫の韓ュ‐の受入れに関する計画を認可することにうバて、安全な
■液製型?ォ

=体
給の確堡等に関すぅ法律 (昭和31年法律第 160号)第 1

1条第3環の規定に基づき、貴会あ意見を求めます。          :



血 企 第 66号
平成 21´年 3月 6日

厚生労働大臣 舛添 要■ 様

平成21年度献工受入計画について

標記については、f安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律」(昭和 31年法
律第160号)第 1■条第1項の規定に基づき提出いたします。    .



平成 21年度献血受入計画について

平成 21年度献血受入計画については、「安全な血液製剤の安定供給の確保等に関す
る法律」第 11条及び同法律施行規則第 4条に則り、各都道府県と協議し、当該年度に

献血によ:り受け入れる血液の目標量、その目標量を確保するために必要な措置に関する

事項及びその他献血の受入れに関する重要事項にういて、以下のとおり計画します。

1。 当該年度に献血により受け入れる血液の目標量

平成 21年度に献血により受け入れる血液の目標量については、各都道府県におけ‐

る過去 3年の輸血用血液製剤の需要動向と原料血漿の必要量から安定供給を確保す

るために、全血献血で約 133万 リットル、血小板成分献血で約 31万リットル、血
漿成分献血で約 37万 リットルの合計約 201万 リジトルを確保することとします。
なお、都道府県別目標量については、別紙 1のとおりです。

日本赤十字社では、これらの目標量を確保するために、国、地方公共団体等との連

携の下に献血受入れに取り組みます6

2.前項の目標量を確保するために必要な措置に関する事項
(1).献血受入体制

①平成 21年度に献血により受け入れる血液の目標量を確保するための各都道府
県献血受入施設の稼動数及び目標量については、別紙 2のとおりとし、医療機関

の需要に応じた採血に努め、400mL及び成分献血を積極的に受入れることとし

ます。              |

②献血者の安全性と利便性に配慮し、立地条件等を考慮した採血所の設置、移動採

血車による計画的採血等、効率的な採血を行うための設備及び体制の整備・充実

を継続的に検討します。

③献血者が安心して献血できるように、献血の受入れに当たつては献血者を懇切丁

寧に処遇し、不快の念を与えないようにするため、職員の教育劃1練の充実強化に

より献血者の処遇向上を図るとともに、献血時に配布する「お願いJについて、

適宜見直しを図り、事故防止・安全確保に努めます。また、献血者健康被害救済

制度の適正な運用に努めます。

④生活習慣病等の疾病構造が変化する中、時代に即した検査サニビスを目指しt新

たに糖尿病関連検査項目であるグリコアルブミン検査を開始しました。引き続き、

献血者の健康管理に資するため、希望者に対し生化学検査成績を、400mL、 成分

: 献血者には生化学検査成績に加えて血球計数検査成績をお知らせいたします。



⑤低比重により献血にご協力いただけなかつた献血申込者に対して、健康相談等を

実施し、献血者の増加を図ります。

(2)献血者の確保対策
少子高齢社会において、献血者の確保は重要な課題です。国が推進する献血構造

改革に従って、将来にわたらての需給の安定及び安全性の向上の観点から、若年層

及び複数回献血者の増加、安定的な集団献血の増加を中心として確保を図ります。

そのために、国の献血推進計画と連携した基本的な受入方策と都道府県の献血

推進計画と連携した地域事情に見合つた受入方策により献血者の確保に努めます。

また、健康な高年齢層の献血受入れについても積極的に推進します。なお、各

都道府県血液センターにおける主な取り組みは、別紙 3の とおりです。

(基本的な受入方策と具体的取り組み)

①若年層べの献血に関する普及啓発や年間を通した安定的な血液確保のため、全

国キャンペーンの実施や各種広報媒体を活用し、国、都道府県及び市町村と連

携して積極的な広報活動を展開します。

全国的な統一献血キャンペーンを展開する。

「愛の血液助け合い運動月間J(7月 )
「第 4回いのちと献血俳句コンテス ト」 (1:0～ 2月 )

「全国学生クリスマス献血キャンペーン」 (12月 )

「はたちの献血キャンペーン」 (1～ 2月 )               「

「春の献血キャンペーン」 (3～ 4月 )

地域の特性、実情に根ざした広報を積極的に展開する。

インターネット等、若年層向けの広報媒体を活用した情報提供及び情報収集を

行 う。

国が作成した献血推進キャラクターを積極的に活用する。

国が作成した教材やポスターを積極的に活用する。

血液センター等の施設を活用し、若年層や子が幼少期にある親子に対して啓発

活動を行 う。

②都道府県及び市町村の協力を得ながら、献血推進団体や青少年ボランティア組

織等との連携の強化を図り、献血者の確保及び将来の献血に向けた普及啓発活

動を行います:

・ 全国学生献血推進実行委員会の活動支援等、学生献血推進活動を支援する。
・ 血液センターの施設見学や献血ボランティア体験の受入れを推進する。
・ 血液事業の説明会や献血セミナー等を実施する。



③国、都道府県及び市町村の協力を得ながら、企業等との連携を深め、献血者の確

保を図ります。

, 献血協賛企業ロゴマニクを活用する。
・ 新規献血協力企業笠を開拓する。
・ 献血ルーム及び街頭等の移動献血会場における協力企業・団体数の増加を図る。

④複数回献血者の組織化を推進するとともに、献血者に対するサービスの向上を図

り、複数回献血者の増加及びその普及啓発に取り組みます。

・ 「複数回献血クラブ」登録者を増強して情報提供や献血依頼を実施する。

・ 複数回献血者の増加を図り、継続的に献血協力が得られるよう新たなサニビス
|を検討して実施する。

3.その他献血の受入れに関する重要事項
(1)血液製剤の安全性向上のための対策               、 ‐

国及び都道府県と連携し健康な献血者の確保に努めます。

今後も献血者本人確認を徹底するとともに、検査目的献血の防止のための f安全で

責任のある献血」の普及に努めます。さらに、間診業務の充実強化に努め、安全な

献血の受入れを図ります:

(2)まれな血液型の血液確保
まれな血液型の献血血液は、基幹センターにおいて在庫状況を管理しt必要に応

じ医療機関べ供給します。また、まれな血液型の献血者には、その意向を踏まえて

登録を依頼するとともに必要時に献血を依頼します。              `

(3)血液製剤の在庫管理と不足時の対応
赤血球製剤等の在庫予測に基づき、献血者確保対策を講じて安定供給に努めま

:す。また、国及び都道府県にも在庫情報を提供し、万一の在庫不足時には対応手

順に基づき、関係機関と連携した献血者確保方策を実施します。

(4)災害時等における危機管理
災害時における広域的な需給調整等の手順に基づき(国、都道府県及び市町村と

連携して需要に見合つた献血確保及び円滑な血液供給に努めます。.

(5)献血受入計画の分析と評価
献血の受入状況について、国、都道府県及び市町村へ情報を提供します。またt

その分析と評価を行い、次年度の献血受入計画の各種施策の検討に資することと

します。



別紙 1

平成21年度に献血により受け入れる血液の目標量 (日本赤十字社 )

東京都に併せて計上している。



平成21年度|=献mにより彙入れる五漱の自凛量を確保するためあ各採血所毎の自様豊及び稼働薮

別紙 2‐ 1
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平成2ギ年度献血彙入施設数及|び献血受人施設整備予定等

献血受入施設数等(平成21年4月 1日現在) 平成21年度の献血受1入施設整備予定
皿なtンター
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各都道府県血液センターにおける主な取り組み

血液センター見学会t各種セミナーの開催 小学生とその保護者t中学生、高校生など

キヤンペニンと題し、高校にキャンペーンチラシを配布

献血実施していない事業所や献血会場周辺企業等の啓蒙活動

年1回実施の企業及び団体

献血協力企業、団体

オンズタラフ、ロータリ■クラブとの連携強化 県内ライオンズクラブ、ロニタリァクラブ

′Иこよる情報配信、献血要請、はがきによる献血依頼 複数回転血クラブ会員、年1回の献血者など

会員募集用リーフレットの作成、情報誌等の作成

2回献血協力事業所の拡大 年1回の献血協力事業所

初回献血者サンクスキヤンペ=ン (お礼状
の送付)

推進資材の作成及び活用

400mL献血推進キャンペーンの実施

事業所、団体の献血担当者

次回の平日成分献血予約の推進

献血ルームにおけるサービスの充実 ルームにおける献血者



参議費斜

平成 21年 3月 10日

平成20年度献血受入計画 (平成20年度 4～ 12月 )における取組み状況と

平成21年度献血受入計画の策定について

日本赤十字社 血液事業本部

平成20年度 4～ 12月 における各都道府県別の血液確保量、

確保目標量に対する達成率及び比較 別紙 1のとおり

2 血液確保目標量と確保量及び供給量との比較に基づく分析
各血液センターにおける献血受入計画 (平成20年度4～ 12月 :平成20年度の受入

計画を3/4したもの)の目標量147.9万 Lに対する確保量は149.5ガ Lで、
達成率は101.1%と なつており、確保量が目標量を上回つています6これは、献
血受入計画を基本としながらも、医療機関からの受注状況と血液の在庫状況を勘案し

て、安定供給を確保するため、各血液センタァが状況に応じた採血を行つた結果です。
また、全体の血液確保量 149.5万 Lに対し、原料血漿及び輸血用血液製剤の合計
使用量は 14510‐万 L(使用量に対する確保率 103.1%)で す。4.4万 L(確
保量の3.0%)が 未使用量として計上しておりますが、この中には検査不合格と期
限切れが含まれています。

以上のことから、平成20年度は、安定供給が確保されています。なお、安定供給

を確保する上で、ある程度の未使用量が発生しますがt引き続き、より下層需給管理

の精度向上と需給調整による有効活用を図つてまいります。

3 血液製剤の安定供給等に係る取組み
輸血用血液製剤の在庫の過不足の早期把握、安定的な供給を図るための必要な措置

の検討と実施及び需給計画の検証を行うため、血液事業本部及び血液センタ‐におい

ては次の取組みを行つています。

(1)血液事業本部の取組み
血液事業本部においては、献血者確保及び血液製剤の供給等について審議する

「血液事業推進委員会Jを設置しています。特に輸血用血液製剤の安定供給を確

保するため、同委員会の下に「安定供給促進小委員会」(原則毎週金曜日開催)を

設置し、全国の輸血用血液製剤の需給状況及び原料血漿の確保状況を把握し、安



定供給を実現・維持するための対応策の検討を行い、各血液センターヘの指示・

監視・指導を実施しています。                      ヽ

(2)各血液センターの取組み

各血液センタ■においては、「需給計画委員会J(原則毎週開催)を設置し、採血・

製造・供給の予測に基づく在庫シミュレ‐ションによる赤血球製剤・血漿製剤・血

小板製剤の需給計画の検証を行い、基本となる献血受入計画に調整を加え、翌月・

翌々月の中期的需給計画を策定しています。

また、基幹センターは1上記の血液センターとしての対応に加え、1管内血液セン

ターの需給状況 (採血・製造 0供給状況等)の把握t需給計画の検証及び指導を行

うとともに必要に応じて血液の需給調整を行つています。

(3)在庫量の情報管理と危機管理対応

① 血液事業本部は、休日を除く毎日t午前 6時現在の全国各血液センターの赤血
球製剤の在庫を把握 (別紙 2)し、注意報水準・警報水準に陥らないよう常に全

国の需給状況を確認するとともに、赤血球製剤の在庫状況を厚生労働省今報告し

ています。

また、各血液センターからは各都道府県及び各都道府県支部へ同様に情報提供

しています。

② 注意報水準あるいは警報水準に陥つた血液センタ‐については、「危機管理水
‐  準の情報報告書」により危機管理水準の現況、それに至るまでに講した方策等を、
基幹センターを通じて血液事業本部へ提出させ、それを受けて血液事業本部は

「危機管理水準の対応指示書Jにより具体的な対策等を指示しています。

平成20年度につぃては、注意報水準が8回発生していますが、全て一過性のも

ので、需給調整等の早急な対応により翌日には回避しております。 (警報水準発

生はなし)

③ さらに、需給予測によって血液不足が見込まれる血液センターについては、今
後の採血計画の見直しや増班体制などの具体的な対策を講じるよう指示してい

ます。          、

④ また、平成17年 4月 に本社及び各血液センタこに献血推進本部を設置し、万
一、安定供給の確保が懸念される場合には(国及び都道府県と連携して迅速に効

果的な対応がとれる体制を整備しています。



(4) 冬季・春季献血者確保対策
平成20年10月 、平成21年 2月 に基幹センター献血推進 ,供給担当課長会議を

開催 し、赤血球製剤の在庫が全国的に逼迫する冬季及び春季の在庫予測シミュレ

ーション等に基づき、進捗状況確認及び対策の検討を行いました。

また、各基幹センターにおいても管内の血液センターを招集し、そこに血液事

業本部からも職員を派遣して冬季・春季献血者確保対策の検討を行いました。

4 平成20年度献血受入計画の進捗状況
平成20年度献血受入計画として、核となる対策と取組みを血液事業本部から各血液

センターヘ指示し、各血液センターでは都道府県との連携のもとに受入計画を策定・

実施しています。なお、その対策と各血液センタァにおける主な取組みの実施状況は

次のとおりです。

,(1)若年層を対象とした対策
・ 小中高生を対象 とした血液センタ早等の見学受入れめ推進 (体験学習を通じて

献血に触れ合 う機会を創出し、献血への理解を求める)

<平成19年度実績>

実施回数 571回  参加人数 273192人 (目標達成率 16.0%)
<平成20年度上半期実績>
実施回数 273回 参加人数 15,835人
10代後半から30代前半の若年層を対象に献ユヘの理解促進を図るために血液

センター施設などを利用し、血液事業の紹介等のセミナ‐を開催

<平成19年度実績>

実施回数 322回  参加人数 28,446人 (目標達成率 310%)
<平成20年度上半期実績>

実施回数 173回  参加人数 7,829人

企業・団体における献血の推進対策  、

新規協力企業及び団体の開拓

献血ルームや移動献血会場への協力企業の開拓

ロゴマークの活用 (ロ ゴマ∵ク取得促進のための専用ウエプサイ トの構築、ポ

スター製作、ステッカー配布など)

<平成19年度実績>
ロゴマーク配布数 1,895件  協賛企業・団体数 34,059件 (目標達成率
101%)

(ロ ゴマーク配布数の平成19年2月 からの累計は3,000件 超えた)

(2)

12



<平成20年度上半期実績>   ‐

|   ロゴマーク配布数 885回  協賛企業・団体数 35,888件

(3).複数回献血者確保対策

・ 「複数回献血クラブ」会員の募集を増強 ‐

,「複数回献血クラブ」会員への献血依頼及び理解促進めための情報提供を実施
・ 「複数回献エクラブ」会員の健康管理に役立つため、携帯電話やパソョンで自

‐身の検査成績の照会機能を整備

: 複数回献血クラブ運営の充実のため、担当職員の知識向上等を目的とした全国

研修会を実施

: <平成19年度実績>

複数回献血クラブ会員数 109,400人 (平成18年度末より91400人 増)
く献血実人数に占める複数回献血者の割合>

(平成19年10月 1日～平成20年 9月 30日実績 :30%(前 年同比 1%上昇))

(4)日標量を確保するための全般的な対策

(献血受人体制への取組み)

・献血者が安心して献血できるように、職員の教育訓練の充実強化を図るためt全国

研修会の開催及び各施設研修のための統一教材 (pvD等)作製の実施
・献ユ者の意向を踏まえた献血受入体制の充実を図るため、献血者満足度調査を実施

(広報活動への取組み)

0 7月 「愛の血液助け合い運動」

1 5～ 12月 「いつしよに献血キャンペーン」

・ 12月 「クリスマスキャンペーン」
。 1ん 2月 「はたちの献血」
・ 3γ 4月 「春の献血キャンペーン」
を全国で展開しました。この他、血液センターが独自に、「ティーンズ ドナ

ニ

、キャン
ペァン」、「ヤング献血 21キャンペァン」、「彩の国献血フォーラム」、「バ

ッピータイムキャンペーンJ、 地元プロ野球テームや Jリ ーグプロサジカニチ

ームの協力のキャンペ∵ン等を実施

。 ポスター、テレビ・ラジオCM素材、新聞折込、キャンペーン専用サイ ト等イ
ンタ■ネットを活用した広報を実施

・ AED講習会と併せた献血実施
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(血液センターにおける献血者確保べの取組み)

・ 複数回献血クラブ会員等へ献血を依頼し、需要に見合つた採血を実施

` 需要に応じた400mL献血を推進

・ 需給予測に基づく、受付時間延長や献血バス派遣を増やす等の措置を実施
` 新規献血協力団体の開拓を行うとともに、既存協力団体の献血実施回数の増加

を依頼
′e 事業所で幹部職員を対象に事前に説明会を開催し、社員に対する献血協力の呼
びかけに協力いただいた

・ 企業と地元自治会との献血の共同開催
・ 大型ショッピングセンターにおける定期的な献血の実施    `
・ インターネットや新聞紙上における協力団体のお礼紹介

5 平成21年度献血受入計画の策定
(1)当該年度に献血により受け入れる血液の目標量         ,
各血液センターにおける平成 19年度供給数の実績と平成 20年度上半期の供給

数を中心に、過去 3年の供給動向 Gり紙 3)から傾向を分析し、当該年度の供給数
を見込み、都道府県との協議のぅえ、献血の目標量を算定しました。

(2)前号の目標量を確保するために必要な措置に関する事項
・ 献血受入体制の策定                            ′

各血液センターにおいては、献血の目標量を確保するため、献ユ種別にも配慮し
ながら、過去の献血実績に基づき、施設別 (献血ルーム、献血バス、出張採血)の
月別、週別t日別の献血受入体制を策定しています:

これらをもつて、都道府県と献血受入計画等を協議し、基礎となる年間の献血バ

率の配車計画等を定めています。

1 献血者の確保対策

血液事業本部では、献血者の確保に関する基本的対策について、国の基本方針及

び献血推進計画に呼応した献血者確保対策を基本とし、各血液センターヘ指示して

います。

ユ液センターでは、血液事業本部の指示による献血者確保対策を基本としながら

もtそれぞれの地域事情を反映した「都道府県献血推進計画」と連携した献血者確

保の取組みを計画しています。

一年を通して安定供給を維持するためには、地道な日々の取組みの積み重ねによ

る献血者の確保によるところが大きいと言えます。また、不足が予測される場合に

は早めの対応が重要です。各血液センターで実施されている各種取組みは、これま
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で過去に行ってきた取組みの中でも効果的なものが継続的に実施されています。

平成 20年度の赤血球製剤の在庫推移は、別紙4の とおりです6

平成 21年度の各血液センターにおける献血者の確保対策については、別紙 5の

とおり血液事業本部が示した基本となる確保対策項目に、各血液センター自らが数

‐値目標を設定し、具体的取組みの進捗状況を評価することとしています。

なおt血液事業本部においては、各地の情報を収集し、全国会議等において各地

の取組み事例を紹介する機会を設け、また、各地の取組みを月間情報として配布す

る等、献血者確保のための情報共有を図つています。

(3)その他献血の受入れに関する重要事項
血液事業本部では、国の基本方針及び献血推進計画に基づき、日本赤十字社とし

て、これら方針及び計画に沿つた献血の受入れに関する重要事項について、計画し

ています。



(別紙1-1)

各都道府県別血液確保量等T覧 (平成28年 4～ 12月 )

※血液使用量が「OJまたは少量の県については、製剤業務集約の関係からである.
※未使用量がマイナス△表示されている県については、製剤業務集約の関係からである。



(別紙1-2)

平成20年 4～ 12月各都道府県別献血者数一覧

1'



(別紙1-3)

平成 19年度各都道府県別血液確保量等一覧

※未使用量がマイナス△表示されている県については、 務集約の関係からである。



(別紙1-4)

平成 19年度各都道府県別献血者数一覧

１０

９１



血液製剤の在庫状況 (血液センター別)

鰯嗜紙 2-1)
20119/3/66Ю O AM



(別紙2■ 2)

全国の赤血球の在庫状況 (平成20年度)
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供給動向と供給見込み
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年度別赤血球在庫の推移 (全国集計)
一 ―平成18年度

―
平成 19年度

.

一 平成20年度

―
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(男1剰氏5)

平成21年度献血により受入れる血液の目標量を確保するために必要と思われる具体的措置

①若年献血者確保対策

「 E′
J｀ V・la、 凛 ■ll田刀 燎 馴 J・ /ヽJ・つた E彙 ・回 椰 0日
ペース、他の状況で献血

“

ない事業所。年一回

0
●

4・ UUmL・ Ill14｀ 1漱厠こ
`が

厠

力者数)3.000名 以上



平成21年度献血により受入れる血液の目標量を確保するために必要と思われる具体的措置

①若年献血者確保対策 青森県赤+卑血液センター

ンペーンなどの期間は、若年者を対象



平成21年度献血により受入れる血液の目標量を確保するために必要と思われる具体的措置

①若年献血者確保対策 岩手県赤十字血液センタニ

数2,900人以上



平成21年度献血により受入れる血液の目標量を確保するために必要と思われる具体的措置

①若年献血者確保対策 宮城 県赤十字血液センター

1 専門学校献血会場の開拓 専門学校生 2校  延献血者数100名
０
４ 実績の高い大学、専門校への配車を増やす 大学生、専門校生 3回  延献血者数150名

3 まがきによる献血のお礼状送付 16～ 29歳の初回献血者 再来者200人以上

4 まがきによる400mL献血依頼 18～ 29歳の400mL献血可能者 再来者150人以上

血
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平成21年度献血により受入れる血液の目標量を確保するために必要と思われる具体的措置

①若年献血者確保対策

ボランティア

消滅団体を考慮し、新規団体を10以上勧誘

登録サポーターを20団体増やす

12,000通送付予定(月 1,000通配信目標)

400mL献血応諾高校を全体の50%以上

1～ 2人/日を目標に年間500人

5人 /日を目標に年間11,820人

700人 /月を目標|三年間8,400人

1 メールによる献血依頼 複数回献典クラフ会員 14,400通配信予定(月 1,200通配信目標)

2 はがきによる献血依頼 企業献血実施者へ街頭献血の案内 12,000通送付予定(月 1,000通配信目標)

3 定点献血等の増加 大型スーパ=2店舗く年間延べ12回 )・団体1(年間延べ6回 ) 延べ18箇所



平成21年度献血により受入れる血液の目標量を確保するために必要と思われる具体的措置
①若年献血者確保対策

ヤング献血21キャンペーシ

ω
０



若年層キャンペ‐ンの実施

3日～5日実施

1回 /30名以上あ協力を得られる新規事業所

メールによる献血要請

ハガキによる献血依頼

実施場所(企業・団体)の年間回数の増加

受付及び検査時の400mL推進の強化

上記、複数回献血者確保対策に含む

平成21年度献血IFより受入れる血液の目標量を確保するために必要と思われる具体的措置
①若年献血者確保対策



平成21年度献血により受入れる血液の目標量を確保するために必要と思われる具体的措置

①若年献血者確保対策

ω
N



平成21年度献血により受入れる血液の目標量を確保するために必要と思われる具体的措置

①若年献血者確保対策      、

ω
ω



平成21年度献血により受入れる血液の目標量を確保するために必要と思われる具体的措置

①若年献血者確保対策

クリスマス献血キャンペーン

ω
●

県・市町村・血漱センター3者の新規献血協

献血ル‐ム全の献血協力団体の開拓

会員数13,500人

応諾者20:000人以上

400mL献血推進用資材の制作

(上記③複数回献血者確保対策に含まれる)

平日の成分献血の予約推進 平日平均予約人数 25人

平日平均予約人数 30人



平成21年度献血により受入れる血液の日標量を確保するために必要と思われる具体的措置

①若年献血者確保対策

した献血日程を策定する



平成21年度献血により受入れる血波の目標量を確保するために必要と思われる具体的措置

①若年献血者確保対策

1

瞬親厭 llu回 椰り饉株 フヽイインス7フフこの運薔晉 , 駆皿 禾奏顧 団体 Эυ回杯

献皿会場周辺の新規協力企業 50団体

翌曇

『

早
食幕・口停の確

■ 7イ

=ン

スクラフとの 献皿甲断。年1回興施の企業・団体 bO団体

Э石 御 回 献 而者 3口儡 士

1

冬手献血サポーターキャンペーン エキ期に4υυm:献皿した献皿者の再釆を勧奨す
る。       .

400ml献血再来者11,000名

2
メニルによる献血要請 瞑数回献血クラフ(携帯メールクラフ)会員 5話者数(粟協力者数,201000人以上

3 はがきによる献血依頼(全血
・成分) ET回献血ルームでの献血から一定期間未献血者 応諾者数(異協力者数)38,000人以上

4
はがきによる献血依頼(渉外支援) 前回同移動採血会場に来所した献血者への依頼 応話看数(異協力者数)40,000人以上
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2
哭 n薔興 E暴・回

"′
手同ロエ 豪膊時期●の■

査
年間3回以上の実施場孤 企業・団体) ,WmL藤鳳の驀興間隔、年間沐皿量I考層した■

i日趣の策定

3
L配OI数回献皿肴確保対策に會まれる

4
受付持400mL歌 皿確運用貫材の製作 全血歌血希

=言
奎BIL会帷 設置
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平成21年度献血により受入れる血液の日標量を確保するために必要と思われる具体的措置

①若年献血者確保対策 富山県赤十字血液センター

1

ハガキによる献血依頼 ¬じ
～
29蔵の400mL献』n可能者 年間献血協力者数 15,000人

う
乙
駄皿セミす―の開催 短人生、専門字校生、大学生 年間5回実施 (200名 程参加 )

う
０
青年層への献皿啓発 J｀字生、甲学生等 年間500名程度参加

′
十

学生献血ボランティアと運携したイベントの実施
(サマニ献血、クリスマス献血)

:0～ZZ蔵の有 首 Oυυ名の融皿協 力看を確保

ｒ
υ

大字献血での |

実施

t｀つしよに献血」キヤンペーンの 大学生 200名の献血協力者を確保

血



平成21年度献血により受入れる血液の目標量を確保するために必要と思われる具体的措置

①若年献血者確保対策 石川県赤+字血液センター



平成21年度献血により受入れる血液の目標量を確保するために必要と思われる具体的措置

①若年献血者確保対策 福井県赤十字血液センター

短大・大学 :学内献血の増加
つ`しよに献血キャンペ‐ン

短大、専門学校年間1回以上
大学年間2回～4ロ

キャンペーン実施(年間5回 )

若年層献血推進用′シフ、ポスターの作成 小中学生、関係者 ポスター:県内全小中学校へ配布

献血未実施、体眠中および会場周辺企業団体

緊急要請可能企業、団体の開拓 血液センタ■周辺企業団体

ライオンズC、 |‐タリァCとの連携強化 県内全LC(2o)RC:新規開拓 LC:28団体  RC:3団体

ライオンズ0主催の地域献血計画

年2回以上:400mL献血者の40%

1日平均35人以上

冬期限定テレビCMの活用(1月～2月 ) 冬期献血者確保対策(型別:場所告知など)

市町村職員送迎:血小板成分献血 1回当り5～ 6人 )

1 キャンペーン実施(新規課員募集合む) クラブ会員、献血者 イベント企画(年間2回 )、 新規課員500人

メール・ハガキ依頼の活用 クラフ会員、献血者 メール:年間20回・1,500人へ依頼
ハガキ:年間応諾率30%(20年度実績25.8%)

初回献血者:サンクスキャンペーン
(お礼状や血液の現状等のお知らせ)

年間初回献血者(約 3,000人 ) 初回献血者の50%を複数回協力者ヘ

4 400mL献血リピートキャンペーン 400mL献血者 年2回以上|:400mL献血者の40%



平成21年度献血により受入れる血液の目裸量を確保するために必要と思われる具体的措置

ト
N

て不不 クラフから各クラフ3名以上の
者をルニ■へ動員していただく。

(ポイントキャンペァンの実施)



平成21年度献血により受入れる血液の日標量を確保するために必要と思われる具体的措置

①若年献血者確保対策

●
い

ンティアによるキャンペーンの



平成21年度献血により受入れる血液の目標量を確保するために必要と思われる具体的措置

①若年献血者確保対策

●
●



平成21年度献血により受入れる血液の目標量を確保するために必要と思われる具体的措置

①若年献血者確保対策

ト
u

′jヽ・中・高生対象の献血勉強会 1中学生・高校生 3回以上の開催で参加者100名以上

」RCメンバ=への献血勉強会 4回以上の開催で参加者350名 以上

定例会の開催および献血主催で延べ参加者3
00名以上

メールによる献血依頼 複数回献血クラブ員 (実協力者数)1,000人以上

献血依頼可能者(前回400ml実施者のみ) 応諾者数(実協力者数)2,000人以上

年1回実施の献血団体、献血推進団体 36団体以上の献血実施回数の増加

400ml限定採血実施(在庫状況:=よる)

年限定の高校献血実施(学校の了解前提)



平成21年度献血により受入れる血液の目標量を確保するために必要と思われる具体的措置

①若年献血者確保対策

20代の献血構成比35%以上にする

複数回献血クラブ会員 協力者数1,000人

協力者数15,000人

メール会員登録推進カード配布 メァル会員新規登録6,000人



平成21年度献血||より受入れる血液の目標量を確保するために必要と思われる具体的措置

①若年献血者確保対策

記入。以下必要に



平成21年度献血により受入れる血液の日標量を確保するために必要と思われる具体的措置
①若年献血者確保対策 滋賀県赤+字血液センター



平成21年度献血により受入れる血液の目標量を確保するために必要と思われる具体的措置

①若年献血者確保対策 京都府赤十字血液センター

献血ル=ムでの献血セミナ■開催

若年層対象の献血セミナー開催 看護学校  7回開催 参加300人盟中～高校生。看護学生

18歳からの献血体験キャンペーン 府内18歳以上の高校3年生、専門学校生

回以上の成分献血者3p00人確保(実人数)



平成21年度献血により受入れる血液の目標量を確保するために必要と思われる具体的措置
①若年献血者確保対策

lo～ 29歳の400mL献血可能者

2回開催 参加60人

夏休み8回開催 参加1:800人

若年者献血キャンペ〒ン

献血未実施および献血会場(ルニムも合む)周辺企彙

官公庁、献血推進団体

応諾数(実協力者数)900人以上

応諾数(実協力者数)3:000人以上

実施場所(企業'団体)の年間回数の増加 1回実施場所(企業・団体)

l 受付時献血推進用資材の作成 全血献血希望者 全献血会場に設置

はがきによる依頼 400mL献血苛能者 上記①、0に含まれる

キャンペーンの実施 400mL献血可能者 応諾者数101000人以上

4 レールによる献血依頼 400mL献血可能者 上記①t Oに含まれる
ハ ■∴[60●■●E′∩ ^L`ハ :、



平成21年度献血により受入れる血液の目標量を確保するために必要と思われる具体的措置

①若年献血者確保対策 兵庫県赤十学血波センター

18歳の献血者数を4000人としたい(19年度3416人 )



平成21年度献血|=より受入れる血液の目標量を確保するために必要掘 われる具体的措置

①若年献血者確保対策

予約率を確保本数の31%に引き上



平成21年度献血により受入れる血液の目標量を確保するために必要と思われる具体的措置

①若年献血者確保対策

上を目指す。



平成21年度献血により受入れる血液の目標量を確保するために必要と思われる具体的措置

①若年献血者確保対策



平成21年度献ユにより受入れる血液の目標量を確保するために必要と思われる具体的措置

①若年献血者確保対策 島根県赤十宇血液センター

u
u



平成21年度献血により受入れる■液の目標量を確保するために必票と思われる具体的措置

u
0



平成21年度献血により受入れる血液の目標量を確保するために必要と思われる具体的措置

①若年献血者確保対策



平成21年度献血により受入れる血液の目裸量を確保するために必要と思われる具体的措置

①若年献血者確保対策

4oOmL必要本数たて看板。のirtJ等 )

=通
してのキャンペーン実施 (マスメディア
アップしたィベント企画)



夏休み親子献血セミナー 4回開催(参加者200名 )

県下」RCメンパー

協力事業所。団体の確保 び献血会場周辺事業所 新規登録(5事業所)

複数回メールクラフ会員登録の増加事業 新規登録者500人以上

応諾者数(実献血延協力数)1000人以上

ハガキによる献血要請

ハガキによる献血依頼(移動採血巡回場所) 前回実施市町村での400mL献血協力者
600通/月の発送、応諾率30%
献血者数2200人

平成21年度献血により受入れる血液の目標量を確保するために必要と思われる具体的措置
①若年献血者確保対策



平成21年度献血により受入れる血液の目標量を確保するために必要と思われる具体的措置
①若年献血者確保対策

高校生街頭献血キャンペーン 年2回 50名

保健所。市町との連携 献血会場周辺企業と自治会等 地域献血での1稼働50人以上

新規献血協力‐企業・団体の確保 協力団体50社 (団体)

協力団体50社 (団体)0
0

前回採血から■定期間未献血者 者数(実協力者数)500人以上

2人/日増を目標とする。



平成21年度献血により受入れる血液の日標量を確保するために必要と思われる具体的措置

①若年献血者確保対策

し、移動採血車telま全て400mL



平成21年度献血|=より受入れる血液の目標量を確保するために必要と思われる具体的措置

①若年献血者確保対策

6
N



平成21年度献血により受入れる血液の目標量を確保するために必要と思われる具体的措置

①若年献血者確保対策



平成21年度献血により受入れる血液の目標量を確保するために必要と思われる具体的措置
①若年献血者確保対策

ハガキによる



平成21年度献血により受入れる血液の目標量を確保するために必要と思われる具体的措置

①若年献血者確保対策

記入し以下必要に応



平成21年度献血により受入れる血液の目標量を確保するために必要と思われる具体的措置
①若年献血者確保対策            ・ 熊本県赤+寧血液センタニ

県内新成人(成人式参加者)

学生献血登録者募集

県内大学生。高校生

県内全大学及び専門学校べの献血推進情報
誌の配布 県内大学生,専門学校生 典0情報誌(年4回 )及び各キャンペーンの周

知

メー′●こよる献血要請 応諾者数(実協力者数)1,000人 以上

ハガキによる献血依頼

受付時推進用資材に作製(献血へ行こう)

(上記③複数回献血者確保対策に含まれる)

1 広報資材(広報誌)の活用 献血協力企業及す団体 全献血会場及び団体へ年4回の配布

2 新規事業所及び団体の実施 新規事業所及び団体 年間10社 (10団体)程度の確保

緊急要請可能な事業所の確保 通常時に1稼動60名以上見込める事業所 20社程度

4 ロゴマークの配布 献血協力企業及び団体 提供事業所を80社にする。



平成21年度献血により受入れる血液の目標量を確保するために必要と思われる具体的措置

①若年献血者確保対策

5校。5回 (300人 )

20歳の初回献血キャンペーン(2ケ月間)

協加盟校学生対象献血セミナ出 3回(150人 )

10校 (県立。私立)

県当局からの献血協力要請

0
劇

プラス年1回

ハガキによる献血依頼

高校献血の推進(400mL献血対象)

午前中の献血者1日 20人確保

男性若年層献血者の引き上げ



平成21年度献血により受入れる血液の自標量を確保するために必要と思われる具体的措置

①若年献血者確保対策



平成21年度献血により受入れる血液の目標量を確保するために必要と思われる具体的措置

①若年献血者確保対策 鹿児島県赤十寧血液センター

An



平成21年度献血|=より受入れる血液の目標量を確保するために必要と思われる具体的措置
①若年献血者確保対策

■
0


